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パート②
雇用調整助成金の主な支給要件と特例措置の拡大について



特例措置の拡大（４月～６月） ～比較表～
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雇用調整助成金の特例措置追加実施について ①
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支給限度日数にかかわらず活用できます。

期間内（4/1 ～6/30）に実施した休業は、１年間に１００日の支給限度日数とは別
枠で利用できることになりました 。

雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします。

上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業対象に含めら
れます。具体的は、週 ２０時間未満の労働者（パート・アルバイト （学生も含む）
等）などが対象となります 。→ 「緊急雇用安定助成金」

事後提出が可能な期間が延長されます。

既に休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和２年５月３１日までは、
事後に計画届を提出することが可能となっていました。

この期間が同年６月３０日まで延長されました 。

ポイント ①

ポイント ②

ポイント ③

本来の支給限度日数１００日 ４月～６月の休業は別枠＋



雇用調整助成金の特例措置追加実施について ②
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短時間休業を大幅に活用しやすくします。

短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要があり まし

たが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とする
など、活用しやすくなっています。

休業規模の要件緩和

対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合（休業規模 要件）につい
て、中小企業は １/20 以上、大企業は１ /15 以上としていましたが、これを、

中小企業は１ /40 以上、大企業は１/30 以上に緩和されました。

残業相殺制度を１月２４日に遡って停止

支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺するこ と（残業相殺）を当面停
止します 。

ポイント ④

ポイント ⑤

ポイント ⑥



申請書類の大幅な簡素化について
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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類
等については、大幅簡素化し、事業主の申請手続 きの負担を軽減するとともに、
支給事務の迅速化が図られています。

具体的には 、

・記載事項の半減（自動計算機能付き様式の導入や残業相殺停止等）

・記載事項の簡略化（休業等の実績を日ごとではなく合計数のみで可とする ）

・添付書類の削減

などが行われています。

また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細コピー等でも
良いとするなど事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することが
できるようになりました。

また、支給申請から支給までの期間が １か月となるように努めたいとのことで、企
業の資金繰り面に良い影響をもたらします。



雇用調整助成金の受給金額の求め方
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従業員が休業した場合の１日の支給額は以下の計算式で求められます。

前年度１年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額

前年１年間の１か月の平均の雇用保険被保険者数×前年度の年間所定労働日数

※中小企業の支給率は９０％、解雇等を行った時は８０％になります。

大企業は３／４（解雇等を行った時は２／３）になります。

１日あたりの上限額は８，３３０円です。

事業所の平均賃金額×休業手当率（60％～100％）×支給率（90％）

事業所の「平均賃金額」とは



雇用調整助成金の受給金額の求め方
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前年度１年間の雇用保険の保険

料の算定基礎となる賃金総額

申告期間は６月１日から７月１０日

２０２０年度の申告内容の条件が良ければ、

２０２０年度の申告書で助成金申請も可能

ここがポイント!



雇用調整助成金の受給金額の求め方
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受給額は事業所の「平均賃金額」で計算されるため、休業する従業員個々

人の休業手当とは連動しない。

ここがポイント！

事業所の平均賃金額×休業手当率（60％～100％）×支給率

従業員が休業した場合の１日の支給額は以下の計算式で求められます。

⇒支払った休業手当の総額より、

助成金受給額の方が高くなる可能性もある。

１日あたりの上限額「８，３３０円」を考慮して休業手当率を決める必要がある。



受給額の具体的計算例 ①
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例① 中小企業 従業員１０名を５日間休業

事業所の平均賃金額：１２，０００円 休業手当率１００％ 解雇者なしのとき

・１日あたりの助成金額

１２，０００円×１００％×９０％＝１０，８００円⇒上限８，３３０円

・助成金受給額

８，３３０円×１０名×５日＝４１６，５００円

休業手当率が高いと、１日あたりの上限額「８，３３０円」となる可能性が高い。



受給額の具体的計算例 ②
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例② 中小企業 従業員１０名を５日間休業

事業所の平均賃金額：１０，０００円 休業手当率６０％ 解雇者なしのとき

・１日あたりの助成金額

１０，０００円×６０％×９０％＝５，４００円

・助成金受給額

５，４００円×１０名×５日＝２７０，０００円

この場合、１日あたりの上限額「８，３３０円」を超えていないので、休業

手当率を高く設定することも検討。



受給額の具体的計算例 ③ 雇用保険未加入者
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例③ 雇用保険未加入のアルバイト１０名を５日間休業

この間にアルバイト支給した休業手当総額が３００，０００円のとき

・休業手当の平均額＝休業手当の総額／対象労働者休業総日数

３００，０００円／５０日＝６，０００円

・助成金受給額

６，０００円×５０日×９０％＝２７０，０００円

支給した休業手当の平均額×対象労働者休業総日数×支給率

緊急雇用安定助成金

雇用保険未加入の従業員が休業した場合の１日の支給額は以下の計算式で求められます。

この場合は、実際に支給した休業手当に連動する。




